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群馬県建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委託業者選定要領

（目 的）

第１条 この要領は、群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等委

託業務（以下「業務」という。）の指名競争入札及び随意契約をする場合において、優

秀にして確実なる委託業者（以下「業者」という。）を厳正かつ公平に選定することを

目的とする。

（入札参加資格選定審査申請書の提出等）

第２条 知事は、群馬県財務規則（平成３年３月２５日群馬県規則第１８号。以下「財務

規則」という。）第１７０条の２及び第１８０条の規定に基づき、業務の請負を希望す

る者に対して、群馬県が発注する建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等の委託

業務に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項

等の告示で定めるところにより、ぐんま電子入札共同システムを利用した電子による申

請を行わせ（以下「電子申請」という。）、またこの申請に係る添付書類を提出させる

ものとする。

（入札参加資格選定審査委員等の設置）

第３条 知事は、申請書を提出した者（以下「申請者」という。）の適格の判定審査（以

下「適格審査」という。）の適正を期するため、次に掲げる者を入札参加資格選定審査

委員（以下「選定審査委員」という。）とし、これらの審査を行わせるものとする。

総務部長、環境森林部長、農政部長、県土整備部長

２ 選定審査委員は、必要あると認めるときは、協議のうえ建設企画課長並びに業務の発

注を所管する県庁の課長（以下「主務課長」という。）及び地域機関等の長（以下「所

長」という。）に、適格審査のための資料を作成させ、又は報告を求めることができる

ものとする。

３ 選定審査委員は、必要あると認めるときは協議のうえ、前項の事務をあらかじめ審議

させるため建設企画課長及び主務課長を構成員とする幹事会を設けることができるもの

とする。
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（適格審査）

第４条 選定審査委員は、申請者について、電子申請及びその添付書類を基にして業者と

しての適格性を審査し、判定するものとする。

２ 選定審査委員は、過去２年以内において次の各号のいずれかに該当する不誠実な行為

をした者を、入札参加資格者（適格審査に合格した申請者。以下「有資格者」とい

う。）としないことができるものとする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に業務を粗雑にし、又は業務の品質、数量に関して不

正の行為をすること。

(2) 競争入札において、その公正な競争の執行を妨げること、又は公正な価格の成立

を害し、若しくは、不正の利益を得るために連合すること。

(3) 落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げること。

(4) 検査又は監督の実施に際し、係員の職務執行を妨げること。

(5) 正当な理由がなくして契約を履行しないこと。

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行に

あたり代理人、支配人その他の使用人として使用すること。

３ 選定審査委員は、次の各号に該当する者でなければ有資格者としてはならないものと

する。

(1) 次の表の左欄に掲げる業務の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる者及び当該

業務の実績を有する者

但し、法律等で登録又は許可が義務づけられている業務については、それらを受け

ていなければならない。

測量業務 測量法（昭和２４年法律第１８８号）第５５条の規定により

登録を受けている者

建築関係建設 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定によ

コンサルタント業務 り登録を受けている者

土木関係建設 建設コンサルタント登録規程（昭和５２年建設省告示第７１

コンサルタント業務 ７号）第２条の規定により登録を受けている者

地質調査業務 地質調査業者登録規程（昭和５２年建設省告示第７１８号）

第２条の規定により登録を受けている者
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補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程（昭和５９年建設省告示第1341

業務 号）第２条の規定により登録を受けている者

不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２

号）第２２条の規定により登録を受けている者

土地家屋調査業務 土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）第８条の規

定により登録を受けている者

司法書士業務 司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）第８条の規定によ

り登録を受けている者

計量証明業務 計量法（平成４年法律第５１号）第１０７条の規定により登

録を受けている者

作業環境測定業務 作業環境測定法（昭和５０年５月１日法律第２８号）

第３３条の規定により登録を受けている者

気象予報業務 気象業務法（昭和２７年６月２日法律第１６５号）第１７条

の規定により許可を受けている者

(2) 納付すべき税（県税、法人税（法人の場合）、申告所得税（個人の場合）、消費

税及び地方消費税）を完納している者

４ 主務課長又は所長は、申請者について過去２年以内においてその所管に係る業務に関

し、第４条第２項各号のいずれかに該当すると認められる申請者があるときはその事実

を詳細に記載し、建設企画課長を経て選定審査委員に報告しなければならない。有資格

者について、その事実を生じた場合もまた同様とする。

（資格者名簿の作成等）

第５条 建設企画課長は、選定審査委員が有資格者を認定したときは、ただちに建設工事

に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」とい

う。）を作成し、主務課長及び所長並びにその他必要と認める者に配布するものとする。

２ 建設企画課長は、資格者名簿を閲覧に供するものとする。

（審査の結果の通知等）

第６条 建設企画課長は、申請者にぐんま電子入札共同システムを利用して、その者に係

る審査の結果及びその他必要な事項を通知するものとする。ただし、ぐんま電子入札共
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同システムによる通知によりがたいときは、口頭をもって通知するものとする。

（入札参加資格の取消し）

第６条の２ 選定審査委員は、有資格者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとな

った場合は、当該資格を取り消すことができる。

(１) 営業を廃止し、又は休止した者

(２) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項（同令第１６７条の１１第１項において

準用する場合を含む。）の規定に該当する者（同令第１６７条の４第１項の規定に

該当する者で契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。）

（３） 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同令第１６７条の１１第１項において

準用する場合を含む。）の規定により入札に参加させないこととされた者

(４) 電子申請又は添付書類に虚偽の事実を記録し、又は記載したことにより資格を取

得した者

(５)第４条第３項(1)に定める業務ごとの登録の取消し，抹消若しくは消除を受けた者

２ 建設企画課長は、前項の規定により資格を取り消したとき、又は資格を付与しないこ

ととしたときは、その旨を該当者に通知するものとする。

（指名業者の選定）

第７条 契約担当者（財務規則第２条に規定する契約担当者のうち、業務の委託に係る支

出負担行為を担当する者をいう。以下同じ。）は、業者を選定しようとするときは、当

該業務の内容を検討し、当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求

されるものである場合には、「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等

選定・特定要領」の適用に努めるものとする。なお、この要領の適用が困難なものにつ

いて、業者を指名しようとするときは、資格者名簿に登載された中から選定するものと

する。

（指名業者の標準選定数）

第８条 契約担当者は、業者を指名しようとするときは、次の表を標準として選定するも

のとする。
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設計金額 選定数

３,０００万円以上 １０者

５００万円以上３,０００万円 ７者

５００万円未満 ５者

（同一業者の参加制限）

第８条の２ 契約担当者は、入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該

当する関係がある場合、当該入札に参加させてはならない。

(1) 資本関係

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、子会社（会社法施行規則第３条第

３項の規定による子会社をいう。以下同じ）又は子会社の一方が会社更生法第２条

第７項に規定する更正会社（以下「更正会社」という）又は民事再生法第２条第４

項に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。

ア 親会社（会社法施行規則第３条第３項の規定による親会社をいう。以下同じ）

と子会社の関係にある場合

イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

(2) 人的関係

次のいずれかに該当する２者の場合。ただし、アについては、会社の一方が更正

会社又は再生手続が継続中の会社である場合は除く。

ア 一方の会社等の役員（会社法施行規則第２条第３項第３号に規定する役員のう

ち、次に掲げる者をいう。）が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合

（ｱ） 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く

a 会社法第２条第11号の２に規定する監査等委員会設置会社における監査

等委員である取締役

b 会社法第２条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

c 会社法第２条第15号に規定する社外取締役

d 会社法第348条第１項に規定する定款に別段の定めがある場合により業

務を執行しないこととされている取締役

(ｲ） 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
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（ｳ） 会社法第575条第１項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は合同

会社をいう。）の社員（同法第590条第１項に規定する定款に別段の定めが

ある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く）

（ｴ） 組合の理事

(ｵ） その他業務を執行する者であって(ｱ)から(ｴ)までに掲げる者に準ずる者

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法

第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

(3) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

２ 基準に該当する者のした入札は無効とする旨を、次に掲げる文書に記載することとし、

入札参加に関する条件として明示するものとする。

(1) 一般競争入札に当たっては公告及び入札説明書

(2) 簡易公募型競争入札にあっては公募案内

(3) その他の指名競争入札にあっては群馬県競争入札心得（以下「心得」という。）

に明記する。

３ 基準に該当する者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として心得第９条

（９）に基づき、無効として取り扱うとともに、入札した者は「群馬県建設工事請負業

者等指名停止措置要綱」第２条及び別表第１の１（虚偽記載）に該当するものとして指

名停止等の措置を行うものとする。

ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準に該当する

者の一部を除くすべてが入札を辞退した場合には、残る一者の入札は無効とはならない

ものとし、指名停止措置等は行わないものとする。

４ 第１項の関係がある場合に、辞退する者を決める事を目的に当事者間で連絡を取るこ

とは、心得第７条第２項の規定に抵触するものではないので留意する。

（指名の基準）

第９条 契約担当者は、指名業者の選定にあたっては、次の各号の指名基準によらなけれ

ばならないものとする。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営、信用の状況

(3) 当該業務に対する地理的条件
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(4) 手持ち業務の状況

(5) 当該業務についての技術的適性

(6) 当該業務実施についての技術者の状況

(7) 審査基準日以降における労働福祉の状況

２ 前項の指名基準を運用する基準は、別表１によるものとする。

３ 建設企画課長は、指名基準に該当する重大な事実が確認された場合は、業務の発注所

属の長に対し、指名業者選定の際の留意事項について、別記様式第１号により通知する

ものとする。

（入札参加資格審査委員会）

第１０条 契約担当者は、業務に係る指名業者の選定について審査させるため、県土整備

部及びその他の部局並びに主務課並びに地域機関等に必要に応じて入札参加資格審査委

員会（以下「審査委員会」という。）を置くことができるものとする。

２ 審査委員会の設置及び運営に関して必要な事項は別に定めるものとする。

（審査委員会において選定した指名業者の決定）

第１１条 業務の指名業者の選定については、指名業者調書（別記様式第２号）により、

該当する審査委員会において審査し、審査結果に基づき契約担当者が決定するものとす

る。

第１２条 削除

（指名業者の諮問）

第１３条 設計金額１千万円以上の業務を担当する主務課長は、指名業者調書を審査委員

会の庶務を処理する課の課長に提出することにより、当該業務に係る指名業者を審査委

員会に諮るものとする。

２ 審査委員会の庶務を処理する課の課長は、主務課長から指名業者調書を受理したとき

は、内容を調査して審査委員会に提出し、審査結果を主務課長に通知するものとする。

第１４条 削除
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（審査委員会において審査した指名業者の決定）

第１５条 主務課長は、第１３条第２項の規定により通知された審査結果に基づき、指名

業者選定の案を作成するものとする。

２ 契約担当者は、前項の案を決裁することにより、指名業者の選定について決定するも

のとする。

（随意契約における業者の選定）

第１６条 随意契約による場合の業者の選定にあたっては、原則として有資格者の中から

選定するものとする。

（秘密の保持）

第１７条 指名業者の選定等については、取扱者以外の者に洩れないよう秘密の保持に十

分注意しなければならない。

附 則

この要領は、平成１７年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１７年１２月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１８年２月２３日から施行する。

附 則

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成１９年１１月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２７年１１月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２９年１１月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和元年１１月１日から施行する。

附 則
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この要領は、令和２年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、令和４年４月１日から施行する。
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別表１

建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等業務委託契約に係る指名基準の運用基準

１ 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

次の各号に該当する場合は指名しないこと。

(1) 群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱（以下「指名停止要綱」とい

う。）に基づく指名停止期間中であること。

(2) 県発注の業務委託に係る契約に関し、当該業務に係る秘密保持を怠る等契約の

履行が不誠実であり、当該状態が継続していることから契約の相手方として不適

当であると認められること。

(3) 警察当局から、知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれ

に準ずるものとして、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当

該状態が継続している場合など、明らかに契約の相手方として不適当であると認

められること。

２ 審査基準日以降における経営、信用の状況

銀行取引停止、主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営及び信用

の状況が不健全であると判断される場合は指名しないこと。

３ 当該業務に対する地理的条件

本県内での業務実績等からみて、本県における業務の実施特性に精通し、業務内容

及び業務規模等に応じて当該業務を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘

案すること。

４ 手持ち業務の状況

業務の手持ち状況から見て、当該業務を実施する能力があるかどうかを総合的に勘

案すること。

５ 当該業務についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該業務と同種業務について相当の実績があること。

(2) 当該業務の遂行に必要な設計、調査等の技術的水準と同程度と認められる技術

水準の類似業務について実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該業務の作業条件と同等と認めら

れる条件下での実績があること。

６ 当該業務実施についての技術者の状況

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 当該業務の作業項目に応じ、必要と認められる有資格職員が確保できると認め

られること。

(2) 審査基準日以降の受注業務への技術者の配置状況からみて、当該業務を確実か

つ円滑に実施できる体制であること。

７ 審査基準日以降における労働福祉の状況

(1) 賃金不払いに関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場

合であって、明らかに契約の相手方として不適当であると認められるときは指名

しないこと。

(2) 労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けていること等労働福祉

の状況が特に優良である場合は十分尊重すること。
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別記様式第１号（規格Ａ４）（第９条関係）

建企第 号

令和 年 月 日

様

建設企画課長 ○○ ○○

建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等業務委託契約に係る指名基準の運用基準

に基づく指名業者選定の際の留意事項について（通知）

このことについて、下記業者は指名基準の運用基準第 号に該当するので、指名業者選

定の際には、十分留意されるようお願いいたします。

記

１．対象業者名

２．理由

３．その他



- 12 -

別記様式第２号（規格Ａ４）（第１１条関係）

指 名 業 者 調 書
対照番号 号

入札執行
主管課名 路河川名 工事(委託業務)名 工事 (委託業務)場所

箇 所 名

年 度 契約管理番号 設 計 金 額 工事(委託)種別 工事等級

指名業者コード行 指名業者名 代表者名 住 所
県コード コ ー ド 番 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

合 計 社 摘 要

工事(委託業務)概要


